
弘前市内事業所の皆様へ 

 

全国で新型コロナウイルスの新規感染者数が急速に拡大するなか、 

弘前市を含む弘前保健所管内においても感染の拡大傾向がみられて

おります。 

 今できることとして、何より、これまで以上に感染防止対策を 

徹底していくとともに、感染が発生した場合の滞りない対応を準備

しておく必要があります。 

 あらためまして、以下の２点について、皆様のご理解とご協力を 

お願いいたします。 

① 事業所内における基本的な感染防止対策の徹底 

② 従業員に風邪症状や体調不良がみられる場合の休暇の取扱い 

などへの配慮 

以上 
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